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平成２６年５月２８日 

子ども・子育て会議 

子ども・子育て支援検討部会資料 

川崎市「わくわくプラザ事業」概要

１ 事業の趣旨 

「わくわくプラザ」は、放課後や土曜日・夏休みなどに、小学校施設を活用して、

児童の安全な居場所及び遊びの場を確保し、様々な文化・スポーツ活動などを通して、

異なった年齢層の交流と仲間づくりを支援する事業です。

「放課後児童健全育成事業」を包括し、就労の如何にかかわらず、小学１年生から

６年生までのすべての児童を対象に、無料で実施しています。

２ 事業開始期日 

  平成１５年４月１日

３ 実施場所 

  市立小学校全１１３校内にわくわくプラザ室（活動の拠点）を設置して実施してい

ます。

※ プラザ室は２教室分を基本に整備しています。

※ 活動には、わくわくプラザ室のほか、学校との調整により、教育に支障のない

範囲内で校庭や体育館などの施設を活用しています。

 【施設内訳】平成２６年４月時点 

① 校舎内：４０ ② 校舎外：７３ 

４ 対象 

 小学１年生から６年生までのすべての児童

５ 開設時間 

  平日      放課後から午後６時

 土曜日     午前８時３０分から午後６時

 長期休業日等  午前８時３０分から午後６時

 ※日曜日、祝日、年末年始は休み

※平成２０年４月から、保護者のお迎えを条件に、月２，５００円の保護者負担に

より、午後６時から７時までの１時間を「子育て支援・わくわくプラザ事業」と

して利用いただいています。

６ 費用 

 無料（但し、任意でおやつ代・傷害保険代・行事費を実費徴収）

資料２
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７ 経緯・経過 

(1)平成１１年度に、川崎市青少年問題協議会からの意見具申をいただいて策定した
「青少年プラン（青少年健全育成基本計画）」に基づき、保護者の就労の如何に  

関わらず、放課後の児童の安全な居場所の確保と健全育成を目的として、

①留守家庭児事業を包括して 

②すべての小学生を対象として 

③小学校施設を活用して

「わくわくプラザ事業」を放課後児童健全育成事業として実施することとした。

(2)平成１２年から約３年間、１区１か所計７か所の小学校内でモデル事業を実施し、
平成１５年４月から、市立小学校全校（当時は１１４校）で事業を開始した。

８ 運営管理体制 

  平成１５年４月から、川崎市青少年プランに基づき、こども文化センター（児童館）

５９館（民間児童館１館を含む）・わくわくプラザ１１４施設（当時）を、財団法人

に事業委託して実施してきました。

平成１８年４月からは、こども文化センターの管理運営に指定管理者制度を導入し、

指定管理者がこども文化センター事業の一つとして「わくわくプラザ」を運営してい

ます（民間児童館が実施する２施設は事業委託）。

平成２０年４月から開始した「子育て支援・わくわくプラザ事業」は、指定管理者

に委託して実施しています。

９ 職員体制 

 わくわくプラザは、こども文化センターの指定管理事業の一つとして実施しており、

職員は各指定管理者が確保（雇用）しています。

スタッフの配置は、こども文化センター館長（指定管理者の常勤職員）の下、計  

４名を基本とし、利用人数や活動内容、障害児の利用状況等を勘案して、指定管理者

が増員等の調整をしながら運営しています。

スタッフ名  条件 

スタッフリーダー１名 常勤職員 一週３８時間４５分 

チーフサポーター２名 非常勤職員 一週２０時間以上３０時間未満  

サポーター１名 非常勤職員 一週２０時間未満

※「子育て支援・わくわくプラザ事業」は、基本的に２名のスタッフで運営します。

１０ 課題等 

(1) 開設時間の検証 

 開設時間拡大の要望を踏まえ、平成２０年度から別事業として、午後７時まで 

   実施しているが、午後８時までの延長並びに土曜日及び長期休業期間中における
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朝の受入開始時間について、課題を整理し、調査・研究をする。 

(2) 急激な児童数の増加に伴う空き教室の不足 

    小学校の余裕教室等の有効活用を基本としているが、児童数の増加により確保 

   が困難な学校がある。 

（参考） 

登録児童数

● 平成２５年度（５月１日時点） 

    在校児童数 ７０，２６８人 （うち１～３年生は３５，３４０人） 

    登録児童数 ３１，０６１人 （うち１～３年生は２５，１７９人） 

登録率      ４４.２％ （１～３年生は７１.２％） 
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「川崎市わくわくプラザ施設整備について（抜粋）」
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